
 

 

 
 

 

 

 

 

「地域の課題解決」や「地域の活性化」のために市民が主体的に取り組

む活動を応援する地域活動交付金を活用して、あなたもまちづく

りのための地域活動に挑戦しませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

募集 

期間 

「地域活動交付金」事前相談受付中!! 

 

令和８年度 鳳来中部地域自治区 

令和８年度予算案が新城市議会で承認されない場合は、募集中止となりますのでご了承ください。 

３００，０００円（上限） 

【お問い合わせ】 

鳳来中部自治振興事務所（鳳来総合支所内） 

 電  話／０５３６-２２-９９３２ Ｆ Ａ Ｘ／０５３６-３２-１１７０ 

E-mail／hourai-jichi@city.shinshiro.lg.jp 

交付 

金額 
交付金の上限額は１事業あたり３０万円です。 

地域活動交付金はこんな活動に利用できます!! 

①景観づくりや環境保全 

不法投棄防止活動、地域の美

化活動、花壇の整備など 

②安心安全な地域づくり 

交通安全マップの作成、啓発

活動、教室の開催など 

③伝統、文化の継承 

歴史資源の保存整備、伝統行

事継承のための資材購入など 

④こどもの健全育成 

子育て支援行事の開催、世代

間交流事業の開催など 

⑤保健、医療福祉の向上 

健康づくり講座の開催、高齢

者の生活支援活動など 

⑦地域活動の拠点整備 

集会施設の備品購入、日よ

け、いす等の整備設置など 

⑥特性を活かした活性化 

ボランティアガイドの活動、移

住定住のための交流会など 

活動の目的が①から⑦に該当するものが 

地域活動交付金の対象事業となります。 

 

発行：鳳来中部自治振興事務所 令和８年２月１６日 

令和８年４月１日（水）～５月８日（金） 



 

 

次の要件すべてに該当する団体が対象となります。 

① １６歳以上の者が、３名以上参加する団体 
② 政治活動、宗教活動または営利活動を目的としていない団体 

   ③ 暴力団でない団体、暴力団員と関係の無い団体 

 

 
 

 

 

 鳳来中部地域自治区の区域内（※）の地域が抱える課題に対して、団体が自発的に解決

に取り組む事業や地域活性化のために市民が主体的に取り組む事業で、以下の項目のす

べてに該当するものが対象となります。 

① 交付金の交付決定の日から令和９年３月末までに行われる事業 
② 目標、計画が明確な事業 

※鳳来中部地域自治区の範囲は長篠西・本郷・内金・富保・蔵平・小川・栗衣・大平・本久です。 

※営利活動、宗教活動、政治活動を目的とした事業や、公序良俗に反する事業、特定の個人や団体が

利益を受ける事業、他の制度から補助金などの交付を受ける事業は交付対象となりません。（事業

を行うための参加費や寄付金等を徴収することは可能） 

 

 

   交付金額は、地域協議会が事業内容を審査し市長が決定します。 

    交 付 金 の補 助 率・・・・補助対象経費に対して１００％以内 

１事業の交付上限額・・・・３０万円 

※申請金額からの減額や条件を付けて交付決定等を行う場合があります。 

※令和８年度から、審査の結果、条件を満たした団体は全て採択となります。そのため、採択される

事業の合計額が予算額を超過する場合は、超過した金額を各事業の申請額の割合に応じて減額

させていただきます。 

 

 

交付の対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費です。 

（報償費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、委託料、原材料費、賃借料等） 

  【交付対象とならない経費】 

① 団体及び団体の構成員の事務所、施設、設備等の維持管理費 

② 用地取得費 

③ 団体の構成員に対する食糧費（作業時又は会議時のお茶代を除く。） 

④ 領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確にできない経費 

⑤ その他市長が社会通念上適当でないと認めた経費 

 

  

   審査は、鳳来中部地域協議会が、申請書類及び公開審査でのプレゼンテーション（審査委

員や一般傍聴者の前で事業内容等の説明をすること）に基づき行います。結果は後日、

交付金交付決定通知書にて通知します。 

 

５．審査方法・審査基準 

１．応募資格・要件 

 

２．対象事業 

対象となる団体は、行政区、組組織、地域コミュニテイ組織、公民館、子供会などの地縁に

基づく団体や、ボランティア組織、NPOなどの市民活動団体などがあります。 

４．交付対象経費 

３．交付金額 



   公 開 審 査    実施：６月１２日㈮予定  

  ・申請書を出しても公開審査に参加できない場合は交付の対象とはなりません。 

  ・総事業費が１０万円未満の団体は、プレゼンテーションを省略することができます。 

※感染状況等やむを得ない状況により、審査会を開催せず書面による審査となる場 

合があります。 

 

≪審査基準の項目と視点≫  

審査は次の評価項目と審査の視点で行います。 

評価項目 審 査 の 視 点 

公益性 

・ 地域にとって必要な事業であり、適切な規模であるか。 

・ 特定の個人や団体の利益にとどまらず、多くの住民に利益を提供するものか。 

・ 地域計画に記載されているなど、課題解決や地域の活性化につながるものか。 

・ 地域住民の理解が得られているか。 

実現性 

・ 計画内容、実施体制が十分に検討されているか。 

・ 収支計画は、十分検討されているか。 

・ 関係機関、団体の許可、地権者の承諾など協議がされているか。 

継続・発展性 

・ 継続性、発展性があるか。 

・ 継続できる組織体制となっているか。 

・ 達成目標や、達成期限を明確にしているか。 

                   

 

 

事業完了後、地域活動交付金実績報告書を提出するとともに、活動の様子を報告をしてい

ただきます。（掲示用の報告用紙は２月に事務局から送付されます。） 

 

 

 

下記の書類を鳳来中部自治振興事務所へ提出してください。適切な必要書類が期限までに

備わっている必要があります。 

地域活動交付金の申請をお考えの団体は、事前に事務局へ相談していただくと共に、早め

に申請書をご提出いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 申請書様式の①～⑤は、鳳来中部自治振興事務所にてお渡しします。また新城市ホームペー

ジからも取り出すことができます。 

httpｓ://www.city.shinshiro.lg.jp    

６．事業成果の報告 

 

７．応募方法 

 

① 交付申請書                      ⑥団体の活動内容が分かる書類（規約、会則等） 

② 事業計画書                      ⑦会員名簿（行政区・地縁団体を除く） 

③ 年間活動計画書      指定様式    ⑧見積書 

④ 収支予算書                      ⑨他人の財産を使用する場合は承諾書 

⑤ 申請団体の確認書                ⑩その他事業に応じて指示する書類 

     

 

必 要 書 類 

鳳来中部地域自治区 検索 



鳳来中部防災・減災実行委員会（Ｒ５年） 

災害時に役立つ情報やアイテムを提供して自助、

共助を育む活動の取っ掛りとして防災大作戦、防災

フェスタといった防災のイベントを開催し、大勢の

皆さんの参加をいただきました。防災大作戦には

家族での参加者も多く、楽しく防災・減災を学ぶこ

とができました。 

鳳来中部地域活動交付金の活用事例 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗本万灯の麦を作る会（Ｒ６年） 

本久地区で行われている愛知県無形民俗文化財

である乗本万灯の万灯で使用する麦を扱う農家の

減少などにより、年々麦の調達が困難となってい

ることから区民の有志で試験的に麦作りを行うた

め、必要な材料や道具を調達した。 

長篠こども園おひさまクラブ 

人形劇団『むすび座』の公演を行い、日常では味

わうことのできない体験をすることができました。 

また、サツマイモ栽培を行い、「自ら畑を耕し、

苗を植えて、適時栽培の様子を見に行って、草を

とり、収穫して各家庭で食べる」ことで、芋栽培

の一連の作業を学んだ。 

長篠城ボランティアガイドの会（Ｒ４年） 

長篠城址でのガイド活動や、現地ガイドによる視

察研修会を行いました。コロナ禍でも長篠城址への

来訪者は多く、大勢の方に喜ばれました。また、鳳

来中部小学校５年生の「ちびっこガイド」に向けた学

習をお手伝いしました。場数を踏むことでガイド技

術の向上にも役立ったと思います。 

まずは相談を 
地域活動交付金で 

まちづくりに参加しよう!! 

←地域活動交付金の詳細は 

ホームページで確認してね 

鳳来中部地域自治区 HP 


